
提

出

者

保

坂

展

人

平
成
十
五
年
三
月
六
日
提
出

質

問

第

三

三

号

刑
務
所
作
業
製
品
（
Ｃ
Ａ
Ｐ
Ｉ
Ｃ

キ
ャ
ピ
ッ
ク
）
の
表
示
問
題
に
関
す
る
質
問
主
意
書
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刑
務
所
作
業
製
品
（
Ｃ
Ａ
Ｐ
Ｉ
Ｃ

キ
ャ
ピ
ッ
ク
）
の
表
示
問
題
に
関
す
る
質
問
主
意
書

刑
務
所
を
め
ぐ
っ
て
大
変
な
問
題
が
次
々
発
覚
し
て
い
る
。
Ｃ
Ａ
Ｐ
Ｉ
Ｃ
の
ブ
ラ
ン
ド
で
知
ら
れ
る
刑
務
所
作
業
製
品
の
商

品
表
示
が
デ
タ
ラ
メ
だ
っ
た
こ
と
。
ほ
と
ん
ど
刑
務
作
業
の
工
程
が
な
い
の
に
、
刑
務
所
作
業
製
品
と
し
て
長
年
売
り
続
け
て

い
た
。
私
が
衆
議
院
予
算
委
員
会
で
質
問
し
た
時
点
で
は
、
昨
年
三
月
末
ま
で
に
四
十
八
品
目
の
製
作
、
販
売
を
ひ
そ
か
に
や

め
て
い
た
こ
と
が
わ
か
っ
て
い
た
。
ま
た
、
そ
れ
以
前
に
宮
崎
刑
務
所
の
食
器
棚
な
ど
も
地
元
の
家
具
業
者
か
ら
の
指
摘
で

こ
っ
そ
り
や
め
て
い
た
こ
と
が
報
じ
ら
れ
た
。
森
山
法
務
大
臣
は
事
態
の
重
大
さ
に
気
付
い
て
い
な
い
か
も
し
れ
な
い
が
、
こ

れ
は
国
が
消
費
者
を
だ
ま
し
た
こ
と
に
な
る
と
い
う
こ
と
を
肝
に
銘
じ
て
も
ら
い
た
い
。
そ
こ
で
次
の
通
り
質
問
す
る
。
国
会

法
所
定
の
期
限
を
踏
ま
え
て
誠
意
あ
る
答
弁
を
速
や
か
に
さ
れ
た
い
。

（
�
）

刑
務
所
作
業
製
品
の
製
作
、
流
通
の
仕
組
み
と
そ
れ
ぞ
れ
の
根
拠
法
令
を
示
さ
れ
た
い
。
ま
た
行
刑
施
設
収
容
者

に
支
払
わ
れ
る
作
業
賞
与
金
と
の
関
係
に
つ
い
て
も
説
明
さ
れ
た
い
。

（
�
）

過
去
五
年
間
の
刑
務
所
作
業
製
品
に
つ
い
て
、
製
品
名
、
製
作
刑
務
所
名
、
刑
務
作
業
の
具
体
的
工
程
、
刑
務
作

業
の
価
格
、
製
品
の
販
売
価
格
、
販
売
個
数
、
流
通
に
か
か
わ
っ
た
業
者
名
を
そ
れ
ぞ
れ
示
さ
れ
た
い
。

（
�
）

刑
務
作
業
製
品
に
つ
い
て
、
国
費
の
負
担
は
ど
の
よ
う
に
な
っ
て
い
る
の
か
。

一



（
�
）

昨
年
三
月
末
ま
で
に
製
作
、
販
売
を
中
止
し
た
四
十
八
品
目
に
つ
い
て
、
製
品
名
、
製
作
刑
務
所
名
、
刑
務
作
業

の
具
体
的
工
程
、
販
売
価
格
、
販
売
実
績
、
製
作
や
販
売
を
中
止
し
た
理
由
を
そ
れ
ぞ
れ
示
さ
れ
た
い
。

（
�
）

四
十
八
品
目
の
製
作
、
販
売
を
中
止
し
た
際
、
な
ぜ
消
費
者
に
公
表
し
な
か
っ
た
の
か
。
理
由
を
明
ら
か
に
さ
れ

た
い
。

（
�
）

Ｃ
Ａ
Ｐ
Ｉ
Ｃ
製
品
の
表
示
を
め
ぐ
り
、
公
正
取
引
委
員
会
か
ら
注
意
を
受
け
た
経
緯
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。
ま

た
当
時
の
内
部
処
分
の
状
況
を
示
さ
れ
た
い
。

（
�
）

そ
く
聞
す
る
と
こ
ろ
、
法
務
省
矯
正
局
は
全
国
の
矯
正
管
区
や
刑
務
所
、
販
売
元
の
矯
正
協
会
に
「
取
材
は
す
べ

て
本
省
で
一
括
す
る
の
で
、
応
じ
る
な
」
と
通
達
を
出
し
て
い
る
と
い
う
。
責
任
者
が
き
ち
ん
と
窓
口
に
出
て
、
応

対
す
る
の
は
官
庁
の
社
会
的
な
責
務
と
考
え
る
が
、
こ
れ
は
事
実
か
。
事
実
と
す
れ
ば
、
な
ぜ
か
。

（
�
）

矯
正
協
会
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
は
三
月
六
日
現
在
、
帯
広
刑
務
所
で
四
人
の
受
刑
者
が
七
万
五
千
平
方
メ
ー
ト
ル

の
耕
地
を
ト
ラ
ク
タ
ー
等
を
用
い
て
小
豆
、
馬
れ
い
し
ょ
、
ト
ウ
モ
ロ
コ
シ
の
植
付
け
及
び
収
穫
を
し
て
い
る
と
掲

載
さ
れ
て
い
る
。
事
実
か
、
虚
偽
記
載
か
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

一
部
で
あ
れ
事
実
で
な
い
こ
と
が
含
ま
れ
て
い
る
と
す
れ
ば
、
違
法
性
が
問
わ
れ
る
の
で
は
な
い
か
。
解
散
し
た

二



雪
印
食
品
等
一
連
の
食
品
表
示
偽
装
事
件
の
経
過
も
踏
ま
え
て
答
え
ら
れ
た
い
。

（
�
）

報
道
に
よ
る
と
、
山
口
刑
務
所
の
幹
部
刑
務
官
は
退
職
後
、
刑
務
所
作
業
製
品
販
売
元
の
財
団
法
人
矯
正
協
会
の

幹
部
と
な
り
、
刑
務
所
に
製
品
の
材
料
を
納
入
し
た
り
、
製
品
を
買
い
取
っ
た
り
し
て
い
る
取
引
先
の
家
具
会
社
社

長
の
マ
ン
シ
ョ
ン
に
住
ん
で
い
た
。
さ
ら
に
そ
の
会
社
に
天
下
っ
て
し
ま
っ
た
。
ま
た
元
姫
路
少
年
刑
務
所
長
は
取

引
先
の
家
具
会
社
で
ア
ル
バ
イ
ト
と
し
て
働
い
た
後
、
矯
正
協
会
の
中
国
地
区
事
業
部
長
に
な
っ
た
と
い
う
。
政
府

は
こ
う
し
た
再
就
職
の
あ
り
方
を
ど
の
よ
う
に
考
え
る
か
。

（
��
）

政
府
は
刑
務
所
作
業
製
品
の
あ
り
方
に
つ
い
て
ど
の
よ
う
に
考
え
る
か
。
ま
た
、
刑
務
所
、
矯
正
協
会
、
取
引
先

企
業
の
関
係
は
ど
う
あ
る
べ
き
と
考
え
る
か
。

右
質
問
す
る
。

三


